	運営規程に定めておかなければならない重要事項　
· 介護サービス包括型共同生活援助
【東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年東京都条例第１５５号）】第１９６条の３に基づく。
1 事業の目的及び運営の方針

2 従業者の職種、員数及び職務の内容

3 入居定員

4 指定共同生活援助（介護サービス包括型）の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

5 入居にあたっての留意事項

6 緊急時等における対応方法
7 非常災害対策

8 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

9 虐待の防止のための措置に関する事項

10 その他事業の運営に関する重要事項
区市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられている場合
・地域生活支援拠点等であること
・拠点等の必要な機能のうち、満たす機能
都として参考に示している事項

・従業者の研修

・個人情報保護関係
・運営規程に定める事項以外の取り決め

附則　当該事業の施行日・・事業開始の日




介護サービス包括型グループホーム　の運営規程の例

○○事業所　共同生活援助（介護サービス包括型事業所）運営規程
（事業の目的）
第１条　○○法人△△が開設する〇〇事業所（以下「事業所」という。）が行う指定共同生活援助（介護サービス包括型）の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員（以下「従業者」という。）が、障害者に対し、適正な指定共同生活援助（介護サービス包括型）を提供することを目的とする。
（運営の方針）

第２条　指定共同生活援助（介護サービス包括型）の提供に当たっては、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、共同生活援助計画（以下、個別支援計画）に基づき、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において入浴、排せつ又は食事等の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
２　指定共同生活援助（介護サービス包括型）事業者は、その提供する指定共同生活援助（介護サービス包括型）の質の評価を行い、常にその改善を図る。
（事業所等の名称等）
第３条　事業を行う事業所等の名称及び所在地は、次のとおりとする。

　一　事業所

名　称　○○事業所
　　　所在地　東京都・・・・・・・・・・・・

　二　ユニット

　　　ユニット①　名　称　〇〇寮Ⅰ

　　　　　　　　　所在地　東京都・・・・・・・・・・・・・・

　　　ユニット②　名　称　〇〇寮Ⅱ

　　　　　　　　　所在地　東京都・・・・・・・・・・・・・・

　三　サテライト型住居

　　　サテライト型住居①　名　称　　〇〇寮Ⅰサテライト

　　　　　　　　　　　　　所在地　　東京都・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　本体住居の名称　ユニット①
（従業者の職種、員数及び職務内容）
第４条　事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一　管理者1名

　管理者は、事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。
　二　サービス管理責任者○○名
　　　サービス管理責任者は、個別支援計画の作成業務のほか、事業所に対する指定共同生活援助（介護サービス包括型）の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

　　　　また、利用者について、指定生活介護事業所、指定就労継続支援（B型）事業所等との連携及び調整並びに余暇活動について、利用者が自立した社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。
三　世話人○○名
　　　食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等日常生活に必要な援助を行うものとする。

　四　生活支援員○○名
　　　入浴、排せつ、食事等の介護を行うものとする。

（指定共同生活援助（介護サービス包括型）の入居定員）

第５条　入居定員は○○名とする。内訳は以下のとおり。
　ユニット①　　〇〇寮Ⅰ　定員　〇名

　ユニット②　　〇〇寮Ⅱ　定員　〇名

　サテライト型住居①　〇〇寮Ⅰサテライト　定員　１名

（指定共同生活援助（介護サービス包括型）の内容及び利用者から受領する費用等について）

第６条　事業の内容は次のとおりとし、指定共同生活援助（介護サービス包括型）事業に係る利用料は、厚生労働大臣が定める基準額によるものとし、当該指定共同生活援助（介護サービス包括型）が法定代理受領のサービスであるときは、厚生労働大臣が定める基準額の1割の額とする。ただし、各区市町村長が定める月額負担上限額の範囲内とする。
　　一　利用者に対する相談、食事・入浴・排せつ等の介護、健康管理、金銭管理の援助、余暇活動の支援、緊急時の対応、職場等との連絡・調整、財産管理等の日常生活に必要な援助とする。
二　入居前の体験的な利用（以下「体験利用」という。）についても前号同様とし、事業所は体験利用を提供する。

　２　前項のほか、次の各号に掲げる費用については、利用者より徴収する。
一　食材料費　月額○○円

家賃　　　月額○○円

光熱水費　月額○○円

日用品費　月額○○円
なお、○か月に一度、費目ごとに精算を行い、残金が生じた場合は、利用者に返金するものとする。ただし、不足がある場合、事前に利用者に説明し、文書により利用者の同意を得た上で、費目間の調整を行うことや、不足額の支払を求めることがある。
  ３　前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合（費目間の調整を行う場合を含む）には、利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名（記名捺印）を受けることとする。
（入居に当たっての留意事項）

第７条　
（緊急時等の対応）

第８条　従業者等は、共同生活援助を実施中に利用者の病状が急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
（夜間支援体制）

第９条　夜間支援については、夜間支援従事者により、利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、個々の利用者の個別支援計画に基づき、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援のほか、緊急時の対応等を行うこととする。
２　夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行うものとする。
３　夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保するとともに、緊急時の連絡先や連絡方法を共同生活住居の見やすい場所に掲示するものとする。
（非常災害対策）

第１０条　管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定
期的に避難・救出その他必要な訓練を行う。
（事業の主たる対象者）

第１１条　事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。

　　
　

（虐待の防止のための措置）

第１２条　事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合にはただちに区市町村へ報告し防止策を講じる。
２　虐待防止担当者は、事業所の管理者とする。
３　従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的（年１回以上）に開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。
４　虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期的（年１回以上）に開催するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。
５　苦情解決体制を整備する。
６　利用者の虐待の防止、虐待を受けた利用者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による利用者の被害の防止及び救済を図るために、成年後見制度を周知するとともに、制度の利用に当たって必要となる支援を行う。

（身体拘束の禁止）
第１３条　事業所は、指定共同生活援助（介護サービス包括型）の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行わないものとする。
２　事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
３　事業所は、身体拘束の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的（年１回以上）に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
二　身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
三　従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的（年１回以上）に実施するとともに、新規採用時には必ず実施する。

（感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策）
第１４条　事業所は、事業所内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一　事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的（３月に１回以上）に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。

また、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
二　事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
三　従業者に対し、感染症及び食中毒の予防およびまん延防止のための研修並びに訓練を定期的（年２回以上）に開催するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。
（業務継続計画の作成）
第１５条　事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定共同生活援助の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
２　事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的（年１回以上）に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。
３　事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
（地域連携推進会議等）
第１６条　事業所は、利用者及びその家族、地域住民の代表者、福祉や経営について知見を有する者並びに市町村の担当者等（以下「地域連携推進員」という。）に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域との連携により、効果的な事業運営、サービスの透明性及び質の確保、利用者の権利擁護等を目的として、地域連携推進会議を設置する。地域連携推進会議をおおむね１年に１回以上開催するほか、地域連携推進員が、指定共同生活援助事業所を見学する機会をおおむね１年に１回以上設けるものとする。
　　なお、地域連携推進会議における報告等の記録は、５年間保存するとともに、公表するものとする。

２　事業所は、福祉サービス第三者評価を３年度に一回受審し、結果を公表するものとする。
（その他運営についての重要事項）
第１７条　指定共同生活援助（介護サービス包括型）事業所は、従業者等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとする。
　一　採用時研修　採用後○カ月以内
　二　継続研修　　年○回
２　従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
３　従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
４　この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は○○法人と事業所の管理者との協議に基づ
いて定めるものとする。

　
　附　則
　この規程は、令和○年○月○日から施行する。


サテライト型住居の「本体住居の名称」欄には、当該サテライト型住居の利用者を支援するユニットの名称を記載してください。





※制度上は、本体住居＝共同生活住居であるが、サテライト型住居の支援を行う主体は、生活単位である「ユニット」であることから、運営規程上は、本体住居欄にユニット名を記載することとする。





従業者の雇用が流動的な場合は『〇〇名以上』という記載でも可





従業者の雇用が流動的な場合は『〇〇名以上』という記載でも可





家賃は、住宅扶助、補足給付、家賃助成及び


施設借上費などの各種助成を差し引く前の額を記載





その他日常生活費は、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものについて記載





利用者が指定共同生活援助（介護サービス包括型）の提供を受ける際、利用者側が留意すべき事項を記載する。（例）入居生活上のルール、設備の利用上の留意事項等を記載する。





知的障害者、精神障害者、身体障害者、難病等対象者





その他、業務体制を整備する


等があれば記載する。





地域生活支援拠点等として位置付けられる場合は、その旨を規定し、拠点等の必要な機能のうち、満たす機能を明記する。


（記載例）


５　事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成１８年厚生労働省告示第３９５号）第一の二の３」に規定する地域生活支援拠点等として、「地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能」を担うものとする。





※　この規程の例は、あくまで現時点で想定されるイメージであり、記載の仕方やその内容は、


基準を満たす限り、任意の記載で構いません。


※　様式内の吹き出しなどは、枠を右クリックし「切り取り」、または、枠を左クリックし


「Ｄｅｌｅｔｅ」キーを押すと消えます。








